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 提出者

住　所

氏　名

電話番号

 当該事業場において現に行っている事業に関する事項

①

②

③

④

（日本工業規格　Ａ列４番）

（第１面）

　(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

事 業 場 の 名 称

2024（令和6）年4月1日～2025年（令和7）3月31日（1年間）計 画 期 間

情報通信機械器具製造業

　

　1,551名(2024年1月現在)

別紙1　処理工程図のとおり

事 業 の 種 類

事 業 の 規 模

従 業 員 数

特別管理産業廃棄物
の一連の処理の工程

特別管理産業廃棄物処理計画書

福島県福島市佐倉下字二本榎2番地

福島キヤノン株式会社
代表取締役社長　　相馬 克良

024-593-2111

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の２第10項の規定に基づき、特別管理産業廃棄物の
減量その他その処理に関する計画を作成したので、提出します。

福島キヤノン株式会社

福島県福島市佐倉下字二本榎2番地事 業 場 の 所 在 地



特別管理産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

（管理体制図）

特別管理産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

【前年度（5令和年度）実績】

t t

（これまでに実施した取組）

【目標】

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

特別管理産業廃棄物の分別に関する事項

自ら中間処理により減量の実施

発生工程の調査確認を行い、発生抑制を図ってきた。

①現状

（分別している特別管理産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）

自ら中間処理により減量の実施

②計画

(今後分別する予定の特別管理産業廃棄物の種類及び分別に関する取組)

 ②計画

特別管理産業廃棄物の種類 別紙3の通り

排　　　出　　　量 14,261.0

（第２面）

別紙2　管理体制図のとおり

 ①現状

特別管理産業廃棄物の種類 別紙3の通り

排　　　出　　　量 14,405.0

発生工程の調査確認を行い、発生抑制を図ってきた。



自ら行う特別管理産業廃棄物の再生利用に関する事項

【前年度（5令和年度）実績】

t ｔ

（これまでに実施した取組）

【目標】

t ｔ

（今後実施する予定の取組）

自ら行う特別管理産業廃棄物の中間処理に関する事項

【前年度（5令和年度）実績】

t ｔ

t ｔ

（これまでに実施した取組）

【目標】

t t

t t

（今後実施する予定の取組 ）

自ら中間処理により減量の実施

②計画

特別管理産業廃棄物の種類 別紙3の通り

自 ら 熱 回 収 を 行 う
特別管理産業廃棄物の量 0.0

自ら中間処理により減量する
特 別 管 理 産 業 廃 棄 物 の 量 13,772.2

②計画

特別管理産業廃棄物の種類 別紙3の通り

自 ら 再 生 利 用 を 行 う
特別管理産業廃棄物の量 0.0

①現状

特別管理産業廃棄物の種類 別紙3の通り

自 ら 熱 回 収 を 行 っ た
特別管理産業廃棄物の量 0.0

自ら中間処理により減量した
特 別 管 理 産 業 廃 棄 物 の 量 13,911.3

自ら中間処理により減量の実施

0.0

（第３面）

①現状

特別管理産業廃棄物の種類 別紙3の通り

自 ら 再 生 利 用 を 行 っ た
特別管理産業廃棄物の量



自ら行う特別管理産業廃棄物の埋立処分に関する事項

【前年度（5令和年度）実績】

t ｔ

（これまでに実施した取組）

【目標】

t ｔ

（今後実施する予定の取組）

特別管理産業廃棄物の処理の委託に関する事項

【前年度（5令和年度）実績】

t ｔ

t ｔ

t ｔ

t ｔ

t ｔ

（これまでに実施した取組）

特別管理産業廃棄物の種類 別紙3の通り

全 処 理 委 託 量 493.7

優良認定処理業者への
処 理 委 託 量 493.7

再生利用業者への
処 理 委 託 量

493.7

認定熱回収業者への
処 理 委 託 量

0.0

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処 理 委 託 量

0.0

①現状

②計画

特別管理産業廃棄物の種類 別紙3の通り

自 ら 埋 立 処 分
を 行 う
特別管理産業廃棄物の量

0.0

（第４面）

①現状

特別管理産業廃棄物の種類 別紙3の通り

自 ら 埋 立 処 分
を 行 っ た
特別管理産業廃棄物の量

0.0



【目標】

t ｔ

t ｔ

t ｔ

t ｔ

t ｔ

（今後実施する予定の取組）

【前年度（5令和年度）実績】

（今後実施する予定の取組等）

　　※事務処理欄

自ら中間処理により減量の実施

認定熱回収業者への
処 理 委 託 量

0.0

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処 理 委 託 量

0.0

（第５面）

②計画

特別管理産業廃棄物の種類 別紙3の通り

全 処 理 委 託 量 488.8

優良認定処理業者への
処 理 委 託 量 488.8

再生利用業者への
処 理 委 託 量

488.8

電子情報処理組織の使用
に関する事項

0.0 ｔ

特 別 管 理 産 業 廃 棄 物

排 出 量

（ポリ塩化ビフェニル廃棄物を除く。）



備考
　１  前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上の事業場ごとに１枚作成すること。

　２　当該年度の６月30日までに提出すること。

　３　「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入する
　　　こと。
　(1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。
　(2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合における元請
　　完成工事高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種に応じ
　　事業規模が分かるような前年度の実績を記入すること。
　(3)④欄には、当該事業場において生ずる特別管理産業廃棄物についての発生から最終処分が終了
　　するまでの一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む｡)を記入するこ
　　と。

　４　「自ら行う特別管理産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、特別管理産業廃棄物の
　　種類ごとに、自ら中間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った特別管
　　理産業廃棄物の量と、自ら中間処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、
　　目標及び取組を記入すること。

　５　「自ら行う特別管理産業廃棄物の埋立処分に関する事項」の欄には、特別管理産業廃棄物の
　　種類ごとに、埋立処分した量を記入すること。なお、中間処理を行うことにより特別管理産業
　　廃棄物に該当しなくなった産業廃棄物を海洋投入処分するときは、その量も含めて記入するこ
　　と。

　６　「特別管理産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、特別管理産業廃棄物の種類ご
　　とに、全処理委託量を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び
　　清掃に関する法律施行令（以下「令」という。）第６条の14第２号に該当する者）への処理
　　委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回収施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関す
　　る法律第15条の３の３第１項の認定を受けた者）である処理業者への焼却処理委託量及び認定
　　熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者への焼却処理委託量について、前年度実
　　績、目標及び取組を記入すること。

　７　「電子情報処理組織の使用に関する事項」の欄には、前年度の特別管理産業廃棄物の全発生
　　量（ポリ塩化ビフェニル廃棄物（令第２条の４第５号イからハまでに掲げるものをいう。）を
　　除く。）を記入すること。その量が50トン以上の者にあっては、今後の電子情報処理組織の使
　　用に関する取組等（情報処理センターへの登録が困難な場合として廃棄物の処理及び清掃に関
　　する法律施行規則第８条の31の４に該当するときは、その旨及び理由を含む。）について記入
　　すること。

　８　それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙の
　　とおり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、特別管理
　　産業廃棄物の種類が３以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入
　　し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべ
　　き事項がないときは、「―」を記入すること。

　９　※欄は記入しないこと。

（第６面）



【別紙1-1】産業廃棄物（特別管理産業廃棄物）処理計画書の別紙

１　産業廃棄物（特別管理産業廃棄物）の一連の処理の工程　①

1/2

製造工程 ： プリンタ製造工程

外注部品（ＲＰユニット部品）

部品購入

紙屑（段ポール） 梱包材

廃プラスチック

電解研磨工程

廃液（ピカ素＃SUSシャインS）

金属屑

廃プラスチック

金属屑

紙屑

電解研磨

完成

梱　包

製品検査

ＲＰユニット組立/本体組立

部品投入

後処理液/電解液



【別紙1-2】産業廃棄物（特別管理産業廃棄物）処理計画書の別紙

１　産業廃棄物（特別管理産業廃棄物）の一連の処理の工程　②

2/2
製造工程 ： カートリッジ製造工程

基盤実装ライン

ダ イ サ ー 廃　　水 廃水処理施設 脱 水 機 汚　　泥

ＭＯ 成 形 廃プラスチック

廃アルカリ

廃　　油

実 装 基 板 Ｕ 廃　　液　（廃インク）

半 導 体 ＩＣ 廃　　液　（廃インク）

ﾜｲﾔｰﾎﾞﾝﾃﾞｲﾝｸﾞ 廃　　酸

ｲﾝｸ ｻﾌ ﾞﾀﾝｸ

ｲﾝｸ 吐出口部品
←組付

封　止　剤
←充填

インク タンク インク 調 合
←組付

ピット 清掃液 廃　　液　（廃インク）

廃水（蒸留水） 廃水処理施設 脱　水　機 汚　　泥

インク 廃液

イ ン ク 注 入 インク濃縮液 廃　　液　（廃インク）

←充填

外　装　品
←組付 廃プラスチック

印 字 検 査

出 荷 検 査

梱　　包 （紙屑=段ﾎﾞｰﾙ）

金属くず

製　　品 廃プラスチック

チッププレート

電検

濃縮処理施設

マウント

リフロー

外観検査

個片

ＥＰＣ （リール材）

ＥＰＣスリット／切断

レーザー刻印

クリームハンダ印刷

ハンダ検査



【別紙2】産業廃棄物（特別管理産業廃棄物）処理計画書の別紙

２　産業廃棄物（特別管理産業廃棄物）の処理に係る管理体制

１．組　織　図

　環境保証実行管理委員会

 委員長：社長

ＥＭＳ

 副委員長：取締役 　（全体事務局、環境課）

事務局： 製造環境 省エネ推進WG

環境管理責任者  環境保証

 実行管理委員会

≪委員≫  排出物・化学物質削減WG

　　各部部長

　　施設担当課長

製品環境 受入部品分析監視

 製品化学物質

 保証委員会 物品調査／有害物質廃絶

取引先環境評価

２．職　務　分　担

・福島キヤノン全体の業務を統括（組織責任者）

・環境保証実行管理委員会委員長

・排出物・化学物質削減委員会推進責任者

・環境保証実行管理委員会事務局（環境管理責任者）

・産業廃棄物管理責任者

・環境関連施設の運転／保守／保全

・環境関連業務の点検／測定

・産業廃棄物処理管理

・排出物の抑制／再資源化計画統括

・排出物の収集／分別／処理担当窓口

・マニフェスト類の交付／保管

・原材料等（部品）の調達業務担当

・協力会社等の統括窓口

・補助材料等（化学物質他）の調達業務担当

・包装資材等の調達業務担当

・グリーン調達推進窓口の調達業務担当

・顧客/地域住民対応窓口

・従業員教育統括窓口

職　　　名　 　　　　職　　　務　　　内　　　容

　人事施設部 部長

環境課課長代理

調達課課長

総務課 課長

代表取締役社長

製造部部長

環境課課長

事務局

事務局



【別紙3】産業廃棄物処理計画/実施状況報告書　集計表

汚泥 廃油 廃酸 廃アルカリ 木くず
ゴムくず
（廃プラ）

ガラス・陶
磁器くず

廃酸（㏗2.0
以下）

廃アルカリ（㏗
12.5以上）

現状 73.4 19.8 0.6 9,556.0 31.0 263.4 1.4 9,945.6 137.0 14,268.0 14,405.0

計画 72.7 19.6 0.6 9,460.4 30.7 260.8 1.4 9,846.2 135.6 14,125.3 14,261.0

現状

計画

現状

計画

現状 12.2 9,317.1 9,329.3 13,911.3 13,911.3

計画 14.5 9,223.9 9,238.5 13,772.2 13,772.2

現状

計画

現状 61.2 19.8 0.6 238.9 31.0 263.4 1.4 616.3 137.0 356.7 493.7

計画 58.2 19.6 0.6 236.5 30.7 260.8 1.4 607.7 135.6 353.1 488.8

現状 61.2 0.6 238.9 186.4 1.4 488.5 137.0 356.7 493.7

計画 58.2 0.6 236.5 170.8 1.4 467.4 135.6 353.1 488.8

現状 61.2 0.6 77.0 1.4 140.2 137.0 356.7 493.7

計画 58.2 0.6 90.0 1.4 150.1 135.6 353.1 488.8

現状

計画

現状 19.8 238.9 31.0 186.4 476.1

計画 19.6 236.5 30.7 170.8 457.6

全処理委託量

産業廃棄物の処理の
委託に関する事項

合計(t)

産業廃棄物の排出の
抑制に関する事項

排出量

作成：2024年6月28日

優良認定処理業者
への処理委託量

認定熱回収業者へ
の処理委託量

項　目

産業廃棄物
※量の単位はｔ（トン）

合計(t)

再生利用業者への
処理委託量

定熱回収業者以外
の熱回収を行う業
者への処理委託量

特別管理産業廃棄物
※量の単位はｔ（トン）

・現状：前年度（令和5年度）実績量

・計画：今年度（令和6年度）計画量（目標）

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する
事項

自ら行う産業廃棄物
の中間処理に関する
事項

自ら熱回収を行った
産業廃棄物の量

自ら中間処理により
減量した産業廃棄
物の量

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋
投入処分に関する事項


